
 

平成 29年 5月 30日 

各  位 

会 社 名 日本食品化工株式会社 

代表者名 
代表取締役 

社長執行役員 
鈴木慎一郎 

（ コード番号 2892 東証第 2部 ） 

問合せ先 総務部長 伊藤  剛 

（ TEL. 03－3212－9111 ） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 96 期定時株

主総会に、定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

 （１）本日別途「単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更に関する

お知らせ」で開示のとおり、当社普通株式の単元株式数を 1,000株から 100株に

変更するとともに株式併合を実施し、株式併合による当社発行済株式数の減少に

伴う発行可能株式総数の適正化を図るため、現行定款第 5条（発行可能株式総数）

および第７条（単元株式数）の変更を行うものです。 

 （２）当社では、平成 22年に執行役員制度を導入し、また、平成 28年には監査等委員

会設置会社に移行し、執行役員による業務執行とそれを監督する取締役会の機能

とを分離するとともに、取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性と効率性の

確保を図ってきました。 

今般、上述のコーポレート・ガバナンス体制が十分に機能していることを受け、

定款上においても、業務執行の最高責任者である社長は、執行役員の役位である

ことを規定するため、取締役および執行役員に関する規定ならびにその他関連す

る規定につき、変更を行うものです。 

 （３）上記変更に伴い、必要となる条数の調整、その他文言の整理を行うものでありま

す。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は別紙のとおりです。 

  



３．日程 

定款変更のための総会開催日     平成 29年 6月 28日（予定） 

定款変更の効力発生日        平成 29年 6月 28日（予定） 

（ただし、変更案第5条および第7条の効力発生日は、平成29年10月1日（予定）） 

  

４．その他 

   本日、別途「単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更に関する

お知らせ」を開示しています。 

以上 



（別紙） 

 

変更の内容は次のとおりであります。 

  （下線部分は変更箇所を示しております） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第５条 本会社の発行可能株式総数は 

12,800万株とする。 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第５条 本会社の発行可能株式総数は

2,560万株とする。 

（自己株式の取得） 

第６条（条文省略） 

（自己株式の取得） 

第６条（現行どおり） 

（単元株式数） 

第７条 本会社の 1単元の株式数は 

1,000株とする。 

（単元株式数） 

第７条 本会社の 1単元の株式数は 100株

とする。 

第８条～第１１条（条文省略） 第８条～第１１条（現行どおり） 
（基準日） 

第１２条 （条文省略） 

  （２）前項にかかわらず、必要ある

場合は、取締役会の決議によ

って、あらかじめ公告して、

一定の日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主ま

たは登録株式質権者をもって

その権利を行使することがで

きる株主または登録株式質権

者とすることができる。 

 

（基準日） 

第１２条 （現行どおり） 

  （２）前項にかかわらず、必要ある

場合は、取締役会の決議によ

って、予め公告して、一定の

日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または登

録株式質権者をもってその権

利を行使することができる株

主または登録株式質権者とす

ることができる。 

第３章 株主総会 

（招集） 
第１３条（条文省略） 

  （２）株主総会は法令に別段の定め

ある場合を除いては取締役会

の決議に基づき取締役社長が

これを招集する。取締役社長

に事故あるときは予め取締役

会の定めた順序により他の取

締役がこれに代る。 

（新設） 

 

第３章 株主総会 

（招集） 
第１３条（現行どおり） 

  （２）株主総会は法令に別段の定め

ある場合を除いては取締役会

の決議に基づき、代表取締役

がこれを招集する。ただし、

代表取締役が複数の場合は、

代表取締役のうち、予め取締

役会の定めた者が招集する。 

（３）前項の代表取締役に事故ある

ときは予め取締役会の定めた

順序により他の取締役がこれ

に代る。 

（議長） 

第１４条 総会の議長は取締役社長がこ

れに当り、取締役社長に事故

あるときは予め取締役会の定

めた順序により他の取締役が

これに代る。 

  （新設） 

（議長） 

第１４条 総会の議長は代表取締役がこ

れに当る。ただし、代表取締

役が複数の場合は、代表取締

役のうち、予め取締役会の定

めた者がこれに当る。 

  （２）前項の代表取締役に事故ある

ときは予め取締役会の定めた

順序により他の取締役がこれ

に代る。 



現 行 定 款 変 更 案 

第１５条～第１８条（条文省略） 

 

第１５条～第１８条（現行どおり） 

第４章 取締役および取締役会 

第１９条～第２２条（条文省略） 

第４章 取締役および取締役会 

第１９条～第２２条（現行どおり） 

（代表取締役および役付取締役） 
第２３条（条文省略） 

  （２）（条文省略） 

  （３）取締役会の決議によって、取

締役（監査等委員を除く。）

の中から取締役社長１名を選

定する。また、取締役会長１

名を選定することができる。 

（代表取締役および役付取締役） 
第２３条（現行どおり） 

  （２）（現行どおり） 

  （３）取締役会の決議によって、取

締役（監査等委員を除く。）

の中から取締役会長１名を選

定することができる。 

 

第２４条～第３１条（条文省略） 第２４条～第３１条（現行どおり） 

（新設） （執行役員） 

第３２条 本会社は、取締役会の決議に

よって、執行役員を定め、当

会社の業務を分担して執行さ

せる。 

  （２）取締役会の決議によって、執

行役員の中から社長１名を選

定する。 

 
第５章 監査等委員会 

第３２条～第３６条（条文省略） 

 

第５章 監査等委員会 

第３３条～第３７条（現行どおり） 

第６章 会計監査人 

第３７条～第３９条（条文省略） 

（会計監査人の報酬等） 

第４０条 会計監査人の報酬等は、取締

役社長が監査等委員会の同意

を得て定める。 

 

第６章 会計監査人 

第３８条～第４０条（現行どおり） 

（会計監査人の報酬等） 

第４１条 会計監査人の報酬等は、代表

取締役が監査等委員会の同意

を得て定める。 

第７章 計算 

第４１条～第４３条（条文省略） 

 

第７章 計算 

第４２条～第４４条（現行どおり） 

 

（新設） 附 則 

第１条 第５条および第７条の変更は、

平成２９年１０月１日をもって

効力を生じるものとする。な

お、本附則は、平成２９年１０

月１日をもって削除する。 

以 上 


